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定期点検の実施に ついて

高度経済成長期に集中的に整備されてきた ト ン ネ ル 、  橋等の老朽化が進行してお り 、

これらの道路構造物を効率的に維持管理していくことが求められている。

また、平 成 2 6 年 4 月 1 4 日の社会資本整備審議会道路分科会基本政策部会において、

「道路の老朽化対策の本格実施に関する提言」 が と り ま と め ら れ 、  維持管理の重要性が

指 摘 さ れ て い る と こ ろ で あ る 。

今 般 、 道 路 法 ( 昭 和 2 7 年 法 律 第 1 0 8 号 ) 第 4 2 条 第 3 項 及 び 道 路 法 施 行 令 ( 昭 和

2 7 年 1 2 月 政 令 第 4 7 9 号 ) 第 3 5 条 の 2 第 2 項 の 規 定 に 基 づ き 、  ト ン ネ ル 、 橋 等 に

ついては、 5年に1回の近接目視による点検等を規定する道路法施行規則の一部を改正

す る 省 令 ( 平 成 2 6 年 国 土 交 通 省 令 第 3 9 号 。 以 下 「 省 令 」 と い う 。 ) 及 び ト ン ネ ル 等

の健全性の診断結果の分類に関する告示 ( 平 成 2 6 年 国 土 交 通 省 令 告 示 第 4 2 6 号 。  以

下 「 告 示 」 と い う 。 ) が 平 成 2 6 年 3 月 3 1 日 に 公 布 さ れ 、 平 成 2 6 年 7 月 1 日 よ り 施

行 さ れ る と こ ろ で あ る 。

ついては、 施行後、 省令及び告示に基づく定期点検を適切に実施されたい。 ま た 、  省

令及び告示を踏まえ、 定期点検要領を策定したので、 別途通知する。

なお、 定 期 点 検 の 実 施 に あ た っ て は 、 国 道 国 防 第 7 1 号 平 成 2 6 年 6 月 2 5 日 に て 通

知する国の定期点検要領を用いられたい。


